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投資者の皆様へ

2015 年 2 月 12 日

  Ｓ Ｂ Ｉ ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社

ＥＸＥ－ｉ（エグゼアイ）シリーズの

投資対象ファンド・参考指標の変更のお知らせ

平素は「ＥＸＥ－ｉシリーズ（以下「本ファンド・シリーズ」といいます。）」をご愛顧いただき、誠にありがとうご

ざいます。

さて、2015 年 2 月より、投資効率の改善を図るために本ファンド・シリーズのＥＸＥ－ｉ新興国

株式ファンド（以下、「新興国株式ファンド」といいます。）、ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式

ファンド（以下、「グローバル中小型株式ファンド」といいます。）の投資対象となるファンドを

変更いたしました。また、ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド（以下、「先進国株式ファンド」といい

ます。）、グローバル中小型株式ファンドについては、参考指標を下記の通り変更いたしました。

これにより、新興国株式ファンド、グローバル中小型株式ファンドの 2 ファンドに関しては、投

資者の皆様が実質的に負担する運用管理費用（信託報酬）が、それぞれ 0.016％、0.140％低減し、

それぞれ 0.3924％。0.3764％程度となります。

記

1. 投資対象ファンドの変更

本ファンド・シリーズの投資助言会社であるモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社の助言に基

づき検証を行ったところ、参考指標との連動率や流動性を保ちながら、さらなるコスト低下が見込めることか

ら、投資対象ファンドの変更を決定致しました。

新興国株式ファンド

（変更前）

投資対象ファンドの名称 通貨 基本投資割合

バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF 米ドル 90％

i シェアーズ・MSCI・エマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ ETF 米ドル 10％

（変更後）

投資対象ファンドの名称 通貨 基本投資割合

シュワブ エマージング・マーケッツ エクイティ ETF 米ドル 90％

i シェアーズ コア MSCI エマージング・マーケッツ ETF 米ドル 10％
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グローバル中小型株式ファンド

（変更前）

投資対象ファンドの名称 通貨 基本投資割合

バンガード・スモールキャップ ETF 米ドル 50％

i シェアーズ MSCI EAFE ・スモールキャップ ETF 米ドル 40％

ウィズダムツリー・エマージング・マーケット・スモールキャップ・

ディビデンド・ファンド
米ドル 10％

（変更後）

投資対象ファンドの名称 通貨 基本投資割合

シュワブ U.S.スモールキャップ ETF 米ドル 60％

バンガード・FTSE・オールワールド（除く米国）スモールキャップ ETF 米ドル 40％

2. 参考指標の変更

先進国、及びグローバル中小型の各株式の特徴をより的確に捉え、同時に投資者の皆様に将来的な費

用負担が発生する可能性を回避するため、本ファンド・シリーズの投資助言会社であるモーニングスター・ア

セット・マネジメント株式会社の助言に基づき、参考指標の変更を決定いたしました。

変更前 変更後

先進国株式ファンド
MSCI KOKUSAI(コクサイ）・インデックス

（円換算ベース）

FTSE Kaigai(カイガイ）・インデックス

（円換算ベース）

グローバル中小型株式ファンド
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス・

スモールキャップ（円換算ベース）

FTSE グローバル スモール・キャップ

インデックス（円換算ベース）
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3. ファンドの費用等に関して

新興国株式ファンド、中小型株式ファンドについては、投資対象ファンドの変更に伴い、投資者の皆様が実

質的に負担する運用管理費用（信託報酬）が以下のように変更となります。

（変更前）

      （単位：％）

① ②

運用管理費用

（信託報酬）

投資対象とする

投資信託証券の

信託報酬

実質的な

負担

（①+②）

新興国株式ファンド 0.2484 0.16 0.4084

グローバル中小型株式

ファンド
0.2484 0.268 0.5164

（変更後）

（単位：％）

③ ④

運用管理費用

（信託報酬）

投資対象とする

投資信託証券の

信託報酬

実質的な

負担

（③+④）

新興国株式ファンド 0.2484 0.144 0.3924

グローバル中小型株式

ファンド
0.2484 0.128 0.3764

＜算出方法等＞

※１ 基本投資割合で運用された場合の信託報酬率（年）であり、実際の信託報酬率とは異なる場合があります。なお、

投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。

※２ 本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬

率になります。

なお、弊社では本ファンド・シリーズについて、引き続き適時適切な運用を行うべく努力して参る所存です

ので、今後とも変わらぬご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

以 上
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＜お申込みメモ＞

購 入 単 位 販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購 入 価 額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

（ファンドの基準価額は 1 万口あたりで表示しています。）

購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換 金 単 位 販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

換 金 代 金 換金申込受付日から起算して 5 営業日目以降のお支払いとなります。

購入・換金申込

受付不可日

以下の日においては、購入及び換金（解約）のお申込みができません。

・日本、ニューヨークの証券取引所及び商業銀行休業日には受付を行いません。

申 込 締 切 時 間 午後 3 時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

購入の申込期間
平成 26 年 8 月 13 日（水）～平成 27 年 8 月 12 日（水）

※申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

換 金 制 限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。

購入・換金

申込受付の中止

及び取り消し

金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき

は購入・換金申込みの受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金申込の受付を取消

すことがあります。

信 託 期 間 無期限（設定日：平成 25 年 5 月 13 日）

繰 上 償 還 受益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合等には繰上償還となる場合があります。

決 算 日 原則として、毎年 5 月 12 日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配 年 1 回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

公 告 委託会社が投資者に対して行う公告は、日刊工業新聞に掲載されます。

運 用 報 告 書 ファンドの決算時及び償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社よりお届けします。

課 税 関 係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課

税制度の適用対象です。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

※税制が改正された場合は、変更となる場合があります。
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＜ファンドの費用＞

■投資者が直接的に負担する費用

購 入 時 手 数 料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

■投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）

各ファンドの日々の純資産総額に年 0.2484％（税抜：年 0.23％）を乗じて得た額とします。運用管理費用

（信託報酬）の配分は、以下の通りとします。なお、当該報酬は毎計算期間の最初の 6 カ月終了日（休業

日の場合は翌営業日）及び毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

先進国株式

ファンド

新興国株式

ファンド

グローバル

中小型株式

ファンド

先進国債券

ファンド

グローバル

ＲＥＩＴ

ファンド

運用管理費用

（信託報酬）
年 0.2484％（税抜：0.23％）

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

内訳

委託

会社
年 0.108％（税抜：0.10％）

ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価

販売

会社
年 0.108％（税抜：0.10％）

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価

受託

会社
年 0.0324％（税抜：0.03％）

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

投資対象とする

投資信託証券の

信託報酬※１

0.109％ 0.144％ 0.128％ 0.188％ 0.150％

実質的な負担※２ 年 0.3574％

程度

年 0.3924％

程度

年 0.3764％

程度

年 0.4364％

程度

年 0.3984％

程度

投資顧問（助言）会社への報酬は委託会社報酬の中から支払われます。

※1 投資対象とする投資信託証券の管理報酬等です。（2015 年 2 月現在）。基本投資割合で運用された場合の信

託報酬率（年）であり、実際の信託報酬率とは異なる場合があります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数

値は変動する場合があります。

※2 本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報

酬率になります。

その他費用

及び手数料

ファンドの監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引やオプション取

引等に要する費用、管理費用等本ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する

租税、信託事務の処理等に要する諸費用等が信託財産から差し引かれます。またフ

ァンドの参考指標に関係する費用等が発生することになった場合には、これらの費用

についてもファンドが負担する場合があります。

※これらの費用は、監査費用を除き運用状況などにより変動するものであり、事前に

料率、上限額などを示すことができません。

※ 当該費用及び手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異
なりますので、表示することができません。
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ファンドにかかるリスクについて

【基準価額の変動要因】

本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあ

ります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は

預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因

は以下に限定されるものではありません。

※リスクは上記に限定されるものではありません。

＜主な変動要因＞

価格変動リスク

一般に株価は経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動し、債券（公社債等）は国内外の経済・政治情勢、市

場環境・需給等を反映して価格が変動し、また、一般にＲＥＩＴ（不動産投資信託）が投資対象とする不動産の価値及び当該

不動産から得る収入は、当該国または国際的な景気、経済、社会情勢等の変化等により変動するため、投資対象ファンド

が組入れる株式、債券やＲＥＩＴの価格が変動し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

為替変動リスク

為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがありま

す。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向にすすんだ場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、

損失を被ることがあります。

カントリーリスク

投資対象国の政治、経済情勢の変化等により、市場が混乱した場合や、組入資産の取引に関わる法制度の変更が行わ

れた場合などには、有価証券等の価格が変動したり、投資方針に沿った運用が困難な場合があります。これらにより、ファ

ンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

信用リスク

投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、

それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被る可能性があります。また、金融商品等の取引相手方に

デフォルト（債務不履行）が生じた場合等、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

流動性リスク

投資対象ファンドが組入れる金融商品等の市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、機動的に売買できない可

能性があります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分できず、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失

を被ることがあります。



○本資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正

確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、

数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資し

ますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆

様に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書（目論見書）の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。
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≪その他の留意点≫

・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用

はありません。

・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収

益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。

・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当す

る場合があります。

・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因

となります。

≪投資信託ご購入の注意≫

・投資信託をご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、もしくは同時にお受取りにな

り、内容をご確認ください。

・投資信託は値動きのあるものであり、元本保証、利回り保証、及び一定の運用成果の保証をするものではあり

ません。したがって、運用実績によっては元本割れする可能性があります。

・投資信託の基準価額の下落により損失を被るリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこととなります。

・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。

・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。


